
阿賀野市告示第２５号  

 阿賀野市生徒各種大会参加費補助金交付要綱を次のように定める。  

  令和８年２月２６日  

                    阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市生徒各種大会参加費補助金交付要綱  

 （趣旨）  

第１条 阿賀野市生徒の文化及びスポーツ活動の振興に関し、大会及び競技会

（以下「大会等」という。）参加に要する経費に対し、予算の範囲内におい

て補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀野市補助金等交付

規則（平成１６年阿賀野市規則第５６号。以下「規則」という。）及びこの

告示に定めるものとする。  

 （補助対象者等）  

第２条 補助対象者は、阿賀野市在住の生徒で、大会等に出場する者、大会等

に出場するために必要な補助生徒及び大会等に出場するために引率する阿

賀野市の地域クラブ指導者とする。ただし、地域クラブ指導者においては、

２名を限度として補助対象とする。  

 （補助対象大会）  

第３条 補助金の交付の対象となる大会（以下「補助対象大会」という。）は、

中学校体育連盟及び吹奏楽連盟が主催するもので、県大会以上の大会とする。

ただし、下越地区大会においては、佐渡市開催に限り補助の対象とする。  

 （補助対象経費等）  

第４条 補助対象経費及び補助対象外経費は、別表第１のとおりとする。  

 （補助金の額）  

第５条 補助金の額は、補助対象経費の全額を補助する。ただし、他の制度に

より補助金を受ける場合を除く。  

２ 算出した額に１円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。  

 （補助金の申請）  

第６条 この補助金の交付を受けようとする大会等に出場する団体の長（以下

「団体の長」という。）又は保護者は、規則第４条の規定による申請書に、

次の各号に掲げる書類を添えて、原則として補助対象大会等ごとに大会等の

開催前から終了後１か月までに市長に提出しなければならない。ただし、同

一大会の地域クラブの保護者による申請の場合は、第１号から第４号までの

書類は省略することができる。  

8.3.9 



 (１) 事業計画 

 (２) 収支予算書（参加経費の見積書） 

 (３) 大会要項 

 (４) 参加者名簿 

 (５) その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類

等を審査し、補助金を交付するか否かを決定しなければならない。 

２ 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第７条の規定によ

る交付決定通知書により申請した団体の長又は保護者に通知しなければな

らない。 

 （変更申請） 

第８条 前条の規定により交付決定した補助金に変更が生じる場合は、阿賀野

市生徒各種大会参加費補助金等変更申請書（別記様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定により申請があったときは、第７条の規定を準用する。この場

合において、前条中「前条」とあるのは、「第８条」と読み替えるものとす

る。 

 （実績報告書） 

第９条 交付決定を受けた団体の長又は保護者は、原則として大会等の参加経

費精算が終了した日の属する月の翌月の末日までに、次の各号に掲げる書類

を添えて、規則第１３条の規定による実績報告書を市長に提出しなければな

らない。 

 (１) 収支決算書 

 (２) 支払いを証する書類 

 (３) 成績結果、その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付額確定及び通知） 

第１０条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書

類等を審査し、補助金の額を確定しなければならない。 

２ 交付額が確定したときは、規則第１４条の規定による通知書により報告し

た団体の長又は保護者に通知しなければならない。 

 （補助金の交付請求） 

第１１条 前条の規定により通知を受けた団体の長又は保護者は、規則第１６

条の規定による補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。  



２ 市長が特に必要があると認めるときは、補助金の概算払により交付するこ

とができる。この場合においては、前項の規定を準用するものとする。  

（その他）  

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則  

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。  

別表第１（第４条関係）  

大会等 補助対象経費 補助対象外経費 

全国大会 

北信越大会 

県大会 

・大会参加費（ナンバーカード

等含む。） 

・交通費（ただし、県外での開

催で保護者等の自家用車ま

たはレンタカーを利用した

場合は、当該大会参加のため

に使用した高速道路の利用

料のみを補助対象経費とす

る。） 

・宿泊費（宿泊費に含まれる朝

夕食費を含む。） 

・帰宅に伴い発生した宿泊費の

キャンセル料 

・楽器運搬費 

・楽器使用料 

・楽器運搬のための補助員の入

場料 

・対象経費の振込手数料 

・プログラムの購入費 

・昼食費 

・敗戦日以降の宿泊費 

・敗戦後に大会会場へ向かう交

通費 

・帰宅に伴い発生した交通費の

キャンセル料 

・保護者等の自家用車及びレン

タカーを利用した場合の燃

料費、レンタル料 

・県内大会で保護者等の自家用

車及びレンタカーを利用し

た場合の高速道路利用料 

・個人で利用するタクシーの料

金 

下越地区大

会（佐渡市

開 催 に 限

る。） 

 

 

 

・乗船料（原則最も経済的な移

動手段による算定とする。） 

・島内の交通費 

・宿泊費（宿泊費に含まれる朝

夕食費を含む。） 

・帰宅に伴い発生した宿泊費の

キャンセル料 

・本土、島内の移動で保護者等

の自家用車及びレンタカー

を利用した場合の燃料費、レ

ンタル料 

・車両の乗船料 

・大会参加費（プログラム購入

費含む。） 



 ・対象経費の振込手数料  

 備考  

  １ 前泊は、前日の公式練習等の記載がある場合や大会開始時刻までに間

に合う公共交通機関がない場合に限り対象とする。  

  ２ 楽器を運搬する際に業者のバスを利用する場合は、複数者から見積り

を徴し競争見積りを実施した上で必要経費を算出するよう努めること。 

  ３ 補助対象者以外もバス・タクシーを利用した場合は、次の計算式によ

り補助対象経費を算定する。  

    実際にかかった費用×補助対象者／利用した人数  

 

 



別記様式（第８条関係） 

 

  年  月  日 

 

  阿賀野市長 様  

 

団体名      

 申請者 住所            

 氏名            

（団体の場合は、団体名及び代表者名） 

 

  年度  阿賀野市生徒各種大会参加費補助金等変更申請書  

 

年 月 日付け阿  第    号で交付の決定の通知があった阿賀野市生

徒各種大会参加費補助金交付事業について、その内容を変更したいので、阿賀野

市生徒各種大会参加費補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり申請し

ます。  

                記  

 

１ 変更を必要とする理由  

   

２ 変更内容  

 

３ 補助金交付変更額  

     交付決定額                  円  

   交付変更申請額                  円  

      差引増額                  円  

 

関係書類  

  変更後の事業計画書及び収支予算書  

 

 

 

 

 


